
わせて、障がいへの理解を深めること
を目的に同イベントを開催します。今年
は、市内の障がい者施設に通う方々や
施設職員のみなさんと啓発グッズを配
布します。
11月27日㈬午前10時30分～11時30分
三鷹駅南口ペデストリアンデッキお

よび三鷹駅北口周辺
当日会場へ
障がい者支援課☎内線2651

市内の空間放射線量測定結果
　市では、定点観測地点（6カ所）と市内
公共施設などで、地上5cm・1m地点で
の空間放射線量を測定しています。10
月16日～11月12日に実施した6カ所の
測定では、一般的な目安（毎時0.24マイ
クロシーベルト）を超える場所はありま
せんでした。詳しい測定結果は、市ホー
ムページまたは市公式ツイッターからご
覧ください。
環境政策課☎内線2524

12月2日㈪は 
国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料の納期（第5期）です
◆納付は便利な口座振替で
税通知書、通帳またはキャッシュカード、

口座届出印を納税課（市役所2階25番窓
口）、市政窓口、指定金融機関へ
同課☎内線2417（口座振替）・☎内線

2432（納税相談）
※勤務先の健康保険に加入した場合は、

入し、直接または郵送で「〒181-8555
保険課」（市役所1階9番窓口）へ
同課☎内線2387

国民年金保険料の免除・猶予申請を 
受け付け中
　令和元年度分（7月～2年6月）の申請
を受け付けています。申請時点から2年
1カ月前の月分までの未納期間について
も申請できます。
年金手帳、本人確認書類を市民課（市

役所1階3番窓口）へ
同課☎内線2394、武蔵野年金事務所

☎56-1411

のびのびひろば 
年末年始の一時保育
　一時保育の申込期限が早まります。
12月29日㈰・30日㈪、令和2年1月

4日㈯・5日㈰の一時保育＝12月12日㈭
午後4時30分まで、1月6日㈪・7日㈫の
一時保育＝12月24日㈫午後4時30分ま
でに同ひろばへ
※12月29・30日の保育時間は午前8時
～午後7時です（夕食はありません）。12
月29日～1月3日㈮の受付窓口、12月
31日㈫～1月3日の一時保育・トワイラ
イトステイは休みます。
同ひろば☎40-5925

西多世代交流センターの催し
◆乳幼児のあそびひろば（11月）
①乳幼児スペシャル運動会＝20日㈬

午前11時から（雨天決行）、②おはなし
おはなし＝20日午後3時から、③わらべ
うたの会＝28日㈭午前10時40分から、
④誕生会＝28日午前11時15分から
◆てづくり教室

保険課または市政窓口で国民健康保険
の脱退手続きが必要です。
国民健康保険「医療費のお知らせ

（医療費通知）」を送付します
　平成30年11月～令和元年6月に医療
機関・柔道整復師（接骨師）を受診した
国民健康保険加入者へ、11月下旬に送
付します。なお、このお知らせによる手
続き・支払いなどは必要ありません。
※確定申告の医療費控除に使用できま
す（再発行はできません）。
※今回から、A４用紙を封書で送付する�
様式に変更します。
保険課☎内線2387

国保加入者が交通事故に遭って 
負傷した際の医療費
　交通事故や傷害事件など、第三者（加
害者）から受けた傷病による医療費は、
原則加害者が負担すべきものです。た
だし、加害者との話し合いがすぐに解
決しないなどの場合、届け出により国保
の保険証を使って治療が受けられます（三
鷹市国保が、被害者である国保加入者
の医療費を一時立て替え、後日加害者
に請求します）。事故などに遭ったらま
ず警察に届け、保険証で治療を受ける
場合は保険課へ連絡し「第三者行為によ
る被害届」を提出してください（先に加
害者と示談を済ませてしまうと、保険証
が使えなくなる場合があります）。

同課☎内線2388へ
国民健康保険の高額療養費 

（70歳以上・年間合算）
　7月31日時点で高額療養費の所得区
分が「一般」または「住民税非課税」の70
歳以上の方で、過去1年間（平成30年8
月1日～令和元年7月31日）の外来医療費
の自己負担額が144,000円を超えた場合、
超えた金額を申請により支給します。
市が送付する申請書に必要事項を記

お知らせ
三鷹市プレミアム付商品券 
購入引換券の交付申請を 
12月20日㈮まで延長します
　希望する方は、期限までに申請してく
ださい。交付申請対象者には申請書を
送付済みです。
2019年度の住民税が非課税の方
同コールセンター☎29-9618（平日午

前9時～午後5時）
11月は労働保険適用促進強化期間
　労働者を1人でも雇用する事業主は、
労働保険（労災保険・雇用保険）の加入
が義務付けられています。未加入の事
業主は早急にお手続きください。
三鷹労働基準監督署☎67-3422（労

災保険）、ハローワーク三鷹☎47-8623
（雇用保険）
「三鷹都市計画生産緑地地区」の
都市計画変更案の縦覧と意見書の
受け付け
◆縦覧
11月21日㈭～12月5日㈭
都市計画課（市役所5階54番窓口）
期間中会場へ

◆意見書の提出
12月5日㈭（必着）までに意見と必要

事項（上記参照）を「〒181-8555都市計
画課」・ toshikeikaku@city.mitaka.
tokyo.jpへ
同課☎内線2811

心のバリアフリー推進イベント
　障害者週間（毎年12月3日～9日）に合

	 市議会定例会の予定	 議会事務局☎内線3115

※�日程は変更する場合が
あります。
※�本会議の開議時間は午
前9時30分を予定して
います。詳しくは議会
事務局にお問い合わせ
ください。
※�請願・陳情は、議会事
務局で受け付けていま
す。第1回請願・陳情締
め切りまでの提出を希
望する場合は、なるべ
く定例会招集前に行わ
れる議会運営委員会の
開催日（通常、定例会第
1日の3日前）までに、あ
らかじめ会派または議
員にご相談ください。

◆傍聴・手話通訳の申し込み 
傍聴当日に本会議は議場（市役所3階）東側の傍聴受付、各委員会は議会事務

局へ。聴覚障がいのある方で手話通訳を希望する場合は、各開催日の1週間前ま
でに希望する日程（午前・午後）・氏名・連絡先を議会事務局 45-1031へ
◆本会議のインターネット配信　
　生中継は会議開始10分前から会議が終了するまで、録画中継は会議終了から�
24時間後（土・日曜日、祝日を除く）に、三鷹市議会ホームページ http://www.�
gikai.city.mitaka.tokyo.jp/の 本会議中継 のページからご覧いただけます。

11
月� 29日㈮ 本会議（一般質問）　

※第1回請願・陳情締め切り（午後5時まで）。

12
月

2日㈪ 本会議（一般質問）

� 3日㈫ 本会議（議案上程）

6日㈮ 本会議（議案・請願等審議）

9日㈪
～12日㈭ 常任委員会

13日㈮
東京外郭環状道路調査対策特別委員会
調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委
員会

16日㈪
三鷹駅前再開発及び市庁舎等調査検討特
別委員会
※第2回請願・陳情締め切り（正午まで）。

20日㈮ 本会議（議案等審議）

三鷹市ホームページのURLが変わります
情報推進課☎内線2142

　より安全にご利用いただくため、すべてのページで暗号化(常時SSL化)
を実施し、ホームページアドレスを地方公共団体専用のものに変更します。
これに伴い、12月21日㈯から、三鷹市ホームページおよび三鷹市議会ホー
ムページのURLを以下のとおり変更します。ブックマークやお気に入りに
登録している場合は、12月21日以降に新しいURLでの再登録をお願いします。
　なお、URL変更により、一部の古い端末やブラウザではページを正しく
表示できない場合があります。安全性を強化するための対応ですので、ご
理解ください。
◆変更後のURL
◇�三鷹市ホームページ�
パソコン・スマートフォン用　https://www.city.mitaka.lg.jp/�
携帯サイト　https://www.city.mitaka.lg.jp/i/
◇三鷹市議会ホームページ　https://www.gikai.city.mitaka.tokyo.jp/
◆ 市のメールアドレスも変わります
　変更後のドメインは「@city.mitaka.lg.jp」です。アドレス帳などに登録
している方は12月21日以降に変更をお願いします。
※当面の間は、変更前のURL・メールアドレスも利用できます。
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※ の表示がない事業でも市の主催事業では、希望により手話通訳者または要約筆記者を派遣します（開催日の1週間前までに事業の担当課へ要申込）。
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あて先は
各記事の申込先へ
住所の記載がないものは
〒181-8555
� 三鷹市役所○○課へ
往復はがきの場合は
返信用にも住所・氏名を
記入してください

	
	
１.�行事・事業名（希望日・コー
� ス・回）
２.�郵便番号・住所
３.�氏名（ふりがな）
４.�年齢（学年）
５.�連絡先（電話番号・�ファク
� ス番号・メールアドレス）
６.�そのほか必要事項（保育・
� 手話希望の有無など）

申し込み記入例主催者
日時・期間
対象・定員
場所・会場
講師　
費用（記載のないものは無料）
持ち物
申込方法　 問い合わせ
保育あり
手話または要約筆記あり

　　（下欄※参照）


